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資料１ 

３ 具体的施策 

施策の方向性１ こどもの心身の健やかな成長のための環境づくり            

基本施策１ こどもの生きる力の育成 

 次代を担うこどもたちが心身ともに健やかに成長するために、こどもの発達の連続性に留意し、

こども自身が主体的、能動的に関わることができるような環境が必要です。こども・若者を権利

の主体として認識し、その視点を尊重し、意見を聴き対話しながら、こどもたちの生きる力の育

成に取り組みます。特に、幼児期については、保育士等の人材育成に力を入れ、こどもたちに常

に質の高い幼児教育・保育を提供できるよう努めていきます。また、学童期については、第２期

酒田市教育振興基本計画（後期計画）に基づき、こども一人ひとりが、変化する社会情勢の中で

自らの力を生かし豊かな人生を送ることができるよう施策を推進していきます。また、保育所や

認定こども園などと小学校との連携を推進し、小学校での学びや生活への円滑な接続を図ります。 

 

【具体的施策】 

（１） 幼児教育・保育の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

1 
職員の資質向上のための、各種研修の充実と研修

機会を拡充します。 
保育こども園課 学校教育課 127 

2 

認定こども園、保育所等の幼児教育機関としての

機能を拡充し、保護者への家庭教育の重要性につ

いての講座と啓発活動を行います。 

保育こども園課 社会教育課 128 

3 
保育所、認定こども園から小学校への円滑な接続

を図ります。 

こども未来課 

保育こども園課 
学校教育課 130 

4 小学校から中学校への円滑な接続を図ります。 こども未来課 学校教育課 131 

 

（２） 確かな学力の育成 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

5 
個々の児童生徒に適応した、早期の就学支援を推

進します。 
学校教育課  132 

6 
小中学校教員のための研修会を充実させ、指導力

の向上を図ります。 
学校教育課  133 

7 
ＩＣＴを活用した教育の充実のため計画的な情

報機器の整備と指導者の育成を行います。 
学校教育課  134 

8 

こどもが気軽に楽しみながら科学を体験する学

習機会（科学教室、ものづくり塾など）を充実さ

せます。 

学校教育課 社会教育課 135 

9 
専門的知識や経験を有する企業や民間団体など

の多様な教育資源の活用を図ります。 
学校教育課  136 

10 
外国語指導助手（ＡＬＴ）の積極的な活用を図り

ます。 
学校教育課  137 



■第４章 こども・子育て支援施策 

‐2‐ 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

11 
発達障がいのある児童生徒への教育支援を充実

させます。 
学校教育課  138 

 

（３） 豊かな心の育成 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

12 

小中一貫教育で「根の力」を合言葉に児童生徒の

主体的企画運営による多様な活動を推進すること

で、非認知能力を育成します。 

学校教育課  
140 

拡充 

13 
専門家や本物の芸術にふれる機会、発表の機会等

を積極的に創出します。 
文化政策課 学校教育課 141 

14 
道徳教育の充実と他を思いやり、社会のために役

立とうとする「公益の心」の涵養を図ります。 
学校教育課  142 

15 
生活体験、自然体験、職場体験などの体験学習活

動を支援します。 
学校教育課  143 

16 
学校教育と社会教育及び家庭教育の連携を推進し

ます。 
学校教育課 社会教育課 144 

17 
ふるさとへの愛着と誇りを醸成し、自分の将来を

切り開き自立して生きていく力を育成します。 
学校教育課 社会教育課 145 

18 

生徒の自己指導能力（その時、その場で、どのよ

うな行動が適切か、自分で考えて、決めて、実行

する能力）を高める生徒指導を推進します。 

学校教育課  146 

19 

教育相談室における来室相談、「なやみ相談 SOS」、

電話相談の活発化と相談専門員による積極的な学

校訪問活動を促進し、相談窓口を周知します。 

学校教育課  
147 

拡充 

20 教育支援センターの効果的な運営を図ります。 学校教育課  148 

21 教育相談担当者の研修機会を充実させます。 学校教育課  149 

22 
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーを効果的に活用します。 
学校教育課  

150 

拡充 

23 

酒田市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの未

然防止に努め、関係機関と連携しながら適切な対

応に努めます。 

学校教育課  152 

24 
こどもの国内・国際交流活動の推進に対する継続

的な支援を行います。 

交流観光課 

共生社会課 
各総合支所 153 

25 
高校生がインバウンドのおもてなしを学ぶ研修を

行います。 
交流観光課  154 

26 

メディアや情報の効果的な活用及び情報機器との

向き合い方等、情報活用能力の育成に向けた教育

を地域、学校、家庭と連携して推進します。 

学校教育課  155 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

27 

小学生、中学生、高校生自身によるボランティア

活動の推進と地域などで展開される市民活動への

参加を促進します。 

共生社会課 

学校教育課 
社会教育課 156 

28 
地域子育て支援拠点施設でのボランティア活動の

積極的な受け入れを行います。 
保育こども園課  157 

29 
市民ボランティアによる環境美化活動の推進と支

援を図ります。 
共生社会課 整備課 158 

30 

コミュニケーション能力を高め、生きる力を育む

ことを目指した事業の充実を目指します。(コンテ

ンポラリーダンス事業等) 

文化政策課  161 

31 

保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点施設

などでの、中・高校生、大学生を対象とした乳幼

児とのふれあいの機会を充実します。 

保育こども園課  52 

32 
看護師、幼稚園教諭、保育士などを目指す学生に

体験活動の場を提供します。 
保育こども園課 健康課 53 

33 
各学校と連携し、子育ての現状、健康づくりに関

する情報を提供します。 
健康課 学校教育課 54 

34 
パートナーと共同して子育てを行うことの意義

や、喜びを理解するための学習機会を充実します。 
健康課 学校教育課 56 

 

（４） 健やかな身体の育成 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

35 
親子が一緒に楽しめる親子スポーツ教室を充実

します。 
スポーツ振興課  162 

36 
スポーツ少年団や部活動の指導者の育成と資質

向上を図ります。 
スポーツ振興課  163 

37 
総合型地域スポーツクラブの普及促進を図りま

す。 
スポーツ振興課  164 

 

（５） 安全・安心な学校環境の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

38 
教育環境と学校活力を維持するため、学校規模の

適正化を図ります。 
企画管理課  165 

39 
老朽化している校舎及び体育館などの整備を計

画的に行います。 
企画管理課  166 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

40 
危機管理の徹底と家庭や地域の声を反映した学

校運営を推進します。 
危機管理課 学校教育課 168 

 

 基本施策２ 配慮を必要とするこどもへのきめ細かな支援 

児童虐待による深刻な被害や死亡事例が生じることがないよう、要保護児童対策地域協議会を

設置し、虐待の発生予防と早期発見、対応、支援に努めていきます。虐待はこどもの心身の成長

に大きな影響を及ぼすことから、虐待に関する正しい知識、予防法などの学習機会の充実や子育

ての悩み等について保護者が気軽に相談できる窓口の周知が重要です。また、虐待を受けている

こどもを早期に発見し、適切な支援につなげるために、市民への虐待に関する理解の促進と通告・

相談先の周知に努め、地域全体で児童虐待を防止する環境づくりを進めます。 

障がい児等を適切な時期に療育につなげるためには、乳幼児健康診査やその後のフォローを実

施し、きめ細かに切れ目のない相談支援を行う必要があります。また、就学前児童の地域におけ

る療育の拠点である児童発達支援センターはまなし学園では通園児童の対応のほか、保育所等訪

問事業を実施するなど、通園児以外の相談機能の充実を図っています。障がい児等の健全な発達

を支援し、身近な地域との交流の中で安心して生活できるように、放課後等デイサービスをはじ

めとする各種障がい児福祉サービスの充実に努めていきます。 

国際化の進展に伴い、今後も海外から帰国したこどもや外国人のこども、国際結婚で生まれた

こどもなどの外国につながるこどもの増加が見込まれることから、円滑に教育・保育等を利用で

きるよう、保護者及び幼児教育・保育施設等に対し必要な支援を行います。 

 

【具体的施策】 

（１） 児童虐待防止対策の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

41 

適切な対応をするために、関係機関との個別ケー

ス検討会議を開催するほか、児童相談所や学校、

保育所等とのネットワーク会議を開催し連携を

強化します。 

こども未来課  216 

42 

要保護児童対策地域協議会を設置し、代表者会議

や実務者会議を開催して関係機関との連携・支援

体制を充実させます。 

こども未来課  217 

43 

妊娠・出産・育児期に支援を必要とするハイリス

ク妊婦の情報や支援を共有するため関係機関と

連携し、定期的に情報交換会を実施します。 

こども未来課  219 

44 

乳幼児健診や保健指導などの母子保健活動、乳児

家庭全戸訪問事業、地域の医療機関、医療関係団

体、地域子育て支援拠点施設、保育所、認定こど

も園などとの連携による、妊娠・出産・育児期に

養育支援を必要とする家庭の早期把握を行いま

す。 

こども未来課 健康課 220 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

45 
養育支援を必要とする家庭への、子育て世帯訪問

支援事業などの適切な支援を行います。 
こども未来課  221 

46 

保護者が気軽に相談できる窓口の周知と市民や

関係機関に対し、虐待に関する理解と通報先の周

知に努めます。 

こども未来課  222 

 

（２） 障がい児等への支援の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計  

47 

妊婦及び乳幼児の健康診査、家庭訪問、相談、地

域子育て支援拠点施設等での支援を充実し、関係

機関との連携に努めます。 

こども未来課 健康課 226 

48 

県立こども医療療育センター、県立酒田特別支援

学校など専門療育機関との円滑な連携による、療

育支援の情報提供を行います。 

こども未来課  227 

49 

保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点施設

などの職員の知識習得のための研修会や学習会

を充実します。 

保育こども園課  228 

50 

相談窓口機能の周知と、保健、医療、福祉、教育

等の関係機関の共通理解による連携を強化しま

す。 

こども未来課  229 

51 
臨床心理士等による保育所、認定こども園訪問を

充実します（育ちのサポート事業等） 
こども未来課  230 

52 
関係者の資質向上のための研修会や学習会を充

実します。 
こども未来課  231 

53 
市民への発達障がいについての適切な情報提供

と知識の啓発を行います。 
こども未来課  232 

54 
幼児期から小・中学校への継続した支援体制を整

備します。 
こども未来課 学校教育課 233 

55 

児童発達支援センターとしての児童発達支援や

保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援及び

障がい児相談支援を行います。 

こども未来課  234 

56 

はまなし学園と県立こども医療療育センターな

どの関係機関との連携による地域療育支援ネッ

トワークを充実します。 

こども未来課  235 

57 

相談支援の充実に努め、放課後等デイサービス、

短期入所などの障がい福祉サービスの受け入れ

体制の拡充に努めます。 

こども未来課  236 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計  

58 
障がいの状況に応じた適切な補装具、日常生活用

具の給付支援を充実します。 
地域福祉課  237 

59 
特別児童扶養手当、障がい児福祉手当などの適切

な給付を行います。 
地域福祉課 こども未来課 238 

60 
障がい児を対象とした水泳教室などのスポーツ

教室を充実します。 
スポーツ振興課  239 

61 
保育所、認定こども園などでの障がい児の受け入

れの推進とそのための環境整備を充実します。 
保育こども園課  240 

62 

障害のある人もない人も、お互いに尊厳を認め合い

共に生きる「心のバリアフリー」を学ぶ機会を提供

します。 

スポーツ振興課 地域福祉課 241 

63 特別支援学級と通常学級の交流を推進します。 学校教育課  242 

64 
特別支援教育に対する理解を深める取り組みを

推進します。 
学校教育課  243 

65 
県立酒田特別支援学校と連携した支援体制の充

実を図ります。 
学校教育課  244 

 

（３） 外国につながるこどもへの支援 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

66 

外国籍の妊産婦への相談支援を実施します。また

状況に応じてボランティア通訳を利用し、     

きめ細かな支援を行います。 

こども未来課 健康課 264 

67 
外国語版母子健康手帳や翻訳アプリ等を活用し

スムーズな相談支援を行います。 
こども未来課 健康課 265 

68 

保育所等に入所する日本語でのコミュニケーシ

ョンが困難な幼児に対し、必要な支援を行いま

す。 

保育こども園課  266 

69 

日本語でのコミュニケーションが困難な児童生

徒に対し、個別に日本語を指導する講師を派遣し

ます。 

学校教育課  267 

70 

在住外国人と市民が互いの国際理解を深めるた

めの各種交流事業の開催や、日本語教室・相談窓

口の開設により、外国籍等の方も子育てしやすい

環境づくりを進めます。 

共生社会課  268 

 

 基本施策３ こどもの貧困対策の推進 

こどもが、生まれ育った環境によってその将来を左右されることなく自分の人生を歩んでいけ
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るよう、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の機会均等などの

こどもの貧困対策を進めていきます。こどもが貧困状態から脱し自立していくためには、貧困状

態にあるこどもや家庭を早期に発見し、適切な支援へとつなぐことが重要であるため、日常的に

こどもに接する機会の多い学校、保育所、認定こども園をはじめ、市や児童相談所などの各相談

機関、子育て支援に取り組むＮＰＯ法人、生活自立支援センターさかたなど関係機関が連携し、

経済的な問題を抱える家庭の早期発見と、見守り、支援を推進していきます。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

71 

経済的理由によって就学困難と認められる児童・

生徒の保護者に対し必要な援助を行う制度を周知

します。 

学校教育課  
246 

拡充 

72 
保育所や学童保育所などの優先入所、ファミリー・

サポート・センターの利用などに配慮します。 
保育こども園課  249 

73 
就労支援員による生活困窮や生活保護の子育て家

庭の保護者への就労支援を行います。 
地域福祉課  251 

74 
就労支援を効果的・効率的に行うため、福祉部門

と雇用部門の各機関の連携を強化します。 
地域福祉課 こども未来課 252 

75 
就労につながる資格取得のため、ひとり親家庭自

立支援給付金事業等を行います。 
こども未来課  253 

76 
生活保護世帯のこどもの高等学校等の進学に際

し、入学料、入学考査料等を支給します。 
地域福祉課  254 

77 母子父子寡婦福祉資金貸付制度を周知します。 こども未来課  256 

78 
母子・父子自立支援員による相談の実施と要支援

者の把握を行います。 
こども未来課  259 

79 
ひとり親家庭への支援制度の周知や無料法律相談

会等の相談機会の充実を図ります。 
こども未来課  260 

80 
ひとり親家庭等のこどもを対象とした学習支援教

室を実施します。 
こども未来課  

261 

拡充 

81 
「酒田市母子福祉ねむの木会」の活動を支援しま

す。 
こども未来課  262 

82 
大学等の受験費用及び大学・高校等受験に向けた

模擬試験費用を支援します。 
こども未来課  

67 

拡充 
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施策の方向性２ 次代を担う若者を支援する環境づくり                 

基本施策１ 若者の暮らしの希望がかなう環境の整備 

本市でいきいきと暮らすことができる若者を増やすためには、地元定着のための施策や雇用の

場の創出、雇用のミスマッチの解消などの支援が必要です。若者の地元での就職を増やし、安定

した生活を営むことができるようにするため、関係機関と連携し各種施策に取り組みます。また、

本市に暮らす若者の声を聞き市の政策に生かしていくほか、男女の出会いや交流の場づくりや新

婚世帯への支援にも取り組みます。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

83 

ハローワーク、若者就職支援センター、商工会議

所、商工会などの関係機関と連携し、若者への就

労を支援します。 

商工港湾課  57 

84 
地元企業に対する高校生などの理解を深めるこ

とにより、地元就職を促進します。 
商工港湾課  59 

85 
地元企業育成や企業誘致による就業機会拡大を

進めます。 
商工港湾課  61 

86 
新規就農希望者への就農支援や農業後継者に対

する技術研修などを支援します。 
農政課  62 

87 漁業後継者の育成や活動を支援します。 農林水産課  63 

88 
結婚サポーターによる男女の出会いの機会を創

出します。 
共生社会課  64 

89 
結婚サポートセンター等が婚活イベントを主催

し、出会いの場を創出します。 
共生社会課  65 

90 
市長・若者カフェミーティングの実施など若者と

の意見交換を推進します。 
市長公室 こども未来課 新規 

91 
酒田リビングラボの開催等によりデジタル技術

による地域課題の解決を図ります。 
企画調整課  新規 

92 
講座の開催等によりアントレプレナーシップ（起

業家精神）を備えた人材育成を推進します。 

産業振興まちづ

くりセンター 
 新規 

93 
新規に婚姻した世帯に対し、新生活開始時の住宅

費用等を支援します。 
共生社会課  新規 

 

基本施策２ 若者の移住・定住の促進 

地方への移住ニーズの高まりを契機として、子育てを始めた世代や働き始めた世代など、移住

希望者の属性などに対応した施策を総合的に展開し、認知度の向上や移住検討層の拡大につなげ

ることで本市への移住を推進します。また、地域の教育機関や企業等の理解を深める取り組みに
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注力し、ＵＩＪターン就職者への支援や地元進学者への経済的支援により若者の回帰及び定住を

推進します。若者の回帰については、その時期など本人の希望に沿う形で実現できる環境の整備

を推進します。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

94 
ＵＩＪターンを希望する若者へ、酒田市無料職業

紹介所で就労支援を行います。 
市長公室  58 

95 

東北公益文科大学をはじめとした大学等の卒業

生を対象に、奨学金の返還に対する支援を行いま

す。 

市長公室 企画調整課 新規 

96 
東京都内に本部がある大学の学生が地方移住す

る場合の就職活動経費を支援します。 
市長公室  新規 

97 
移住に関する情報発信や移住体験の機会の提供

を行います。 
市長公室  新規 

98 
移住を検討している方にお試し住宅やリモート

ワークの支援を行います。 
市長公室  新規 

99 移住した方に住宅の支援を行います。 市長公室  新規 

100 
移住者交流会の開催など、移住後のネットワーク

づくりの機会を提供します。 
市長公室  新規 

101 移住したひとり親世帯へ食の支援を実施します。 こども未来課  新規 
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施策の方向性３ 子育て世帯の健康を守る環境づくり                   

基本施策１ 安心して妊娠、出産ができる体制の整備 

 妊娠、出産、育児についての不安等の解消を図るため、こども家庭センター「ぎゅっと」にお

いて保健師や助産師、看護師が相談等を行い、必要に応じて支援プランの作成や子育て支援サー

ビスなどの情報提供を行います。また、健康な母体保持のために、妊婦健康診査による健康チェ

ック、健康相談などを行うほか、母親と父親が互いに理解し協力し合うことにより、安心して妊

娠、出産、育児ができる家庭づくりを支援します。 

 

【具体的施策】 

（１） 妊娠、出産を意識した健康管理の推進 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

102 16～39歳を対象とした健康診査を実施します。 健康課  69 

103 
若年女性に子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診

を実施します。 
健康課  71 

104 

風しんの流行を予防し妊婦と胎児を風しんウイ

ルスの感染から守るため、妊娠希望者や妊婦同

居家族に抗体検査・予防接種を任意で実施しま

す。 

健康課  72 

 

（２） 安心して出産するための各種施策の実施 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

105 早期妊娠届出を周知徹底します。 こども未来課  73 

106 
母子健康手帳活用の普及を図り、手帳交付時の

相談を充実します。 
こども未来課  74 

107 
喫煙が母体に及ぼす影響の説明を行い、禁煙を

勧めます。 
こども未来課  75 

108 
妊娠期・産後プラン、サービス等の情報を周知し

ます。 
こども未来課  76 

109 
夫婦で協力して妊娠、出産、育児ができるような

家庭づくりを支援します。 
こども未来課 健康課 77 

110 
育児体験や栄養指導を通して安心安全に出産で

きるよう支援します。 
こども未来課 健康課 78 

111 
妊娠届出の際、妊婦健康診査受診票、妊産婦・パ

ートナー歯科健診受診票を交付します。 
こども未来課 健康課 79 

112 
妊婦健康診査の定期受診を勧奨し、異常の早期

発見を推進します。 
こども未来課 健康課 80 

113 
里帰り先（県外）で安心して妊婦健康診査を受け

られるような体制を図ります。 
健康課  81 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

114 
こども家庭センター「ぎゅっと」での相談を充実

し、すべての妊婦への相談、支援を実施します。 
こども未来課  82 

115 里帰り出産妊婦への相談、支援を実施します。 こども未来課  83 

116 

公的医療保険が適用となる生殖補助医療費（男

性不妊治療、併用先進医療を含む）への助成を実

施し、費用の負担軽減を図ります。 

健康課  84 

117 
地域子育て支援拠点施設で講座を開催し、妊産

婦同士の交流や施設利用を勧めます。 
保育こども園課  85 

 

（３） 妊娠、出産、出産後の相談体制の充実  

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

108 

ハイリスク妊婦等を把握し、妊娠中からの相談支

援を計画・実施します。必要に応じて医療機関、

関係機関との連携を図ります。 

こども未来課 健康課 87 

109 
妊娠後期のベビーギフト配布時に妊婦の健康や

状況確認、相談を実施します。 
こども未来課 健康課 88 

120 
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業）を実施し、育児やさまざまな相談に応じます。 
こども未来課 健康課 89 

121 
産婦訪問を実施し産後うつの早期発見、医療機関

等との連携を図ります。 
こども未来課 健康課 90 

122 
授乳や産後の悩み等、「ぎゅっと」での相談を充

実します。 
こども未来課  91 

123 子育て世帯訪問支援事業を実施します。 こども未来課  92 

124 
乳幼児健康診査での育児、身体、家族等の相談を

実施します。 
健康課  93 

125 
面談による伴走型相談支援と経済的支援を一体

的に行う妊婦等包括相談事業を実施します。 
こども未来課  新規 

126 
産婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診

査への助成を実施し出産後の相談を充実します。 
健康課  新規 

 

（４） 子育ての協力体制の充実  

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

127 
父親手帳を交付し、妊娠・出産・子育てに関する

情報提供を行います。 
こども未来課 健康課 95 

128 

マタニティ教室への、夫やパートナー、家族の参

加を勧奨し、父親の育児理解と育児力向上のため

の学習機会を充実させます。 

こども未来課 健康課 96 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

129 

３か月児健康診査で本に親しむ機会を提供する

とともに、保護者との愛着形成を図るためにブッ

クスタート事業を実施します。 

社会教育課 健康課 97 

130 
９か月児健康相談で親子遊びや本の読み聞かせ

を行います。 
健康課  98 

131 
１歳６か月児健康診査で小グループを対象に、子

育ての講話を実施します。 
健康課  99 

132 
地域子育て支援拠点施設における事業と母子保

健事業との連携を図ります。 
保育こども園課 健康課 100 

 

基本施策２ 親子の健康の増進 

 親子が心身ともに健やかに生活し、健康に関する基礎知識を得て自分らしい健康づくりを主体

的に実践し、豊かな人生を歩む基礎をつくっていけるよう支援を行うとともに、こどもの発育、

発達に応じた支援を行い、悩みを相談できる環境づくりを進めていきます。 

また、乳幼児期から正しい食事の取り方や望ましい食習慣を身につけるために、体験を通した

学習の機会や、地元産食材・郷土料理を取り入れた給食の提供に取り組みます。 

 

【具体的施策】 

（１）こどもの成長に合わせた支援体制の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

133 

３か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査、９か

月児相談、２歳児歯科健診を実施し、相談支援や

関係機関との連携を図ります。 

健康課  103 

134 

1歳６か月児・２歳児歯科・３歳児健康診査で歯

科健診やブラッシング指導を実施し、歯と口腔の

健康を図ります。 

健康課  104 

135 

各種予防接種の実施や、予防接種の正しい情報の

提供と接種率の向上に向け健康診査等での接種

状況の確認、勧奨と個別通知による勧奨を行いま

す。 

健康課 

 

105 

136 
１歳６か月児・３歳児健康診査要フォロー児教室

での発育相談と育児相談を実施します。 
こども未来課 健康課 107 

137 
家庭訪問、「ぎゅっと」への来所、地域子育て支

援拠点施設等で相談支援を実施します。 
こども未来課 健康課 108 

138 
保育所、認定こども園訪問で発育・発達相談を実

施し、関係機関と連携します。 
こども未来課 健康課 109 

139 
事業所内保育所、認可外保育所を訪問し、発育・

発達相談を実施します。 
こども未来課 健康課 110 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

140 
フォローの支援体系図を作成して役割分担を明

確にし、支援を充実します。 
こども未来課 健康課 111 

141 
市内で安心して子育てできる医療環境の充実を

図っていきます。 
健康課  86 

142 
一次救急医療及び初期小児救急医療体制の充実

を図るため休日診療所を運営します。 
健康課  114 

143 
乳幼児健康診査や家庭訪問等で生活習慣や生活

リズムについて確認や助言を行います。 
健康課  117 

144 
妊娠や出産を契機とした、妊婦や家族の生活習慣

の見直し及び改善への働きかけを行います。 
こども未来課  118 

145 
離乳食教室や乳幼児健康診査、家庭訪問等で離乳

食の相談や助言を行います。 
健康課  新規 

 

（２）食育の推進 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

146 

朝食を毎日一緒に食べるなどの「家族団らん」を

推進し、食に感謝し食を楽しむ意識の啓発活動を

行います。 

農政課  120 

147 

保育所、認定こども園、学校等での郷土料理を取

り入れた献立づくりや地元食材を使った給食を

実施し、食や郷土への関心を高めます。 

保育こども園課 企画管理課 121 

148 

地域子育て支援拠点施設での食育講座や食に関

する学習機会を拡充するとともに、情報提供を行

います。 

保育こども園課 

健康課 
農政課 122 

149 

安心安全な妊娠・出産・産後を迎えられるよう、

栄養や食事に関する情報を提供することで改善

を支援します。 

こども未来課 健康課 123 

150 
保育所、認定こども園、学校等での食に関する体

験活動を行います。 
農政課 学校教育課 124 

151 
栄養教諭による巡回指導を行い、食に関する学習

の機会の充実を図ります。 
学校教育課  125 

152 

食生活改善推進員の活動を通じた、食生活を含め

た生活習慣の見直し及び改善への働きかけを行

います。 

健康課  126 
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施策の方向性４ 子育てしやすい環境づくり                  

基本施策１ 子育て世帯にやさしく安全な生活環境の整備 

 こどもや親などが安心して生活できるよう、居住環境の整備、道路や公共施設などのバリアフリー

化や公園の適正な管理などを推進します。こどもをはじめとする交通弱者の安全を確保するため、

成長段階に応じた交通安全教育を推進します。また、事故や犯罪、災害から子育て世帯を守るた

め、関係機関や地域等と連携した事故防止や防犯、防災活動を展開するとともに、被害が発生し

た場合はきめ細かなケアを実施します。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

153 
住宅のバリアフリー化等に伴う、住宅改築、改修

に対する助成を行います。 
建築課  186 

154 
ひとり親世帯や多子世帯への市営住宅入居に配慮

します。 
建築課  187 

155 
冬季でも安全に通行できるよう自主除雪機械購入

に対して支援します。 
土木課  188 

156 

道路改良事業や側溝整備事業などの大規模改修に

おいて、ベビーカーでの移動の利便性、安全性の

向上に向けた歩行空間等のバリアフリー化を推進

します。 

土木課 整備課 189 

157 
公園遊具の定期点検の実施と、計画的な改修と設

置を実施します。 
整備課  191 

158 

公園施設長寿命化等整備事業など公園の大規模改

修において、バリアフリー化やユニバーサルデザ

イン化を図ります。 

整備課  192 

159 

市民の手作りで行う公園整備に支援し、要望を取

り入れ地域に密着した特色ある公園づくりを進め

ます。 

整備課  193 

160 
保育園等、家庭、地域が連携し、交通安全専門指

導員による交通安全教室を計画的に実施します。 
まちづくり推進課  194 

161 
「学区内危険マップ」を作成・配布し、児童生徒

の安全に対する意識啓発を促進します。 
学校教育課  195 

162 

市の交通指導員や交通安全専門指導員、地域の交

番、家庭との連携による地域と一体となった指導

体制を確立します。 

まちづくり推進課 学校教育課 196 

163 
自転車乗用時のヘルメットの正しい着用徹底を推

進します。 
まちづくり推進課 学校教育課 197 

164 
交通安全に関する制度や事故発生状況などの情報

の提供を行います。 
まちづくり推進課  198 



■第４章 こども・子育て支援施策 

‐15‐ 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

165 
街頭啓発活動等により、地域の交通安全意識の高

揚に努めます。 
まちづくり推進課  199 

166 チャイルドシートの貸出しを実施します。 まちづくり推進課  200 

167 

こどもを犯罪などの被害から守るため、防犯関係

団体との連携強化を図り、地域防犯活動の周知と

支援を行います。 

まちづくり推進課  201 

168 
学校付近や通学路における地域見守り隊などによ

るパトロール活動の推進と充実を図ります。 
学校教育課  202 

169 安全安心メール発信サービスを実施します。 学校教育課  203 

170 
消防フェスティバルなどによる防火意識の向上を

図ります。 

広域行政組合

消防本部予防課 
 204 

171 
地域子育て支援拠点施設などにおける、親子での

防火防災意識向上の学習会を実施します。 
保育こども園課 

広域行政組合

消防本部予防課 
205 

172 

被害児童や保護者に対する支援において、教育相

談室、警察、児童相談所、学校などの関係機関と

の連携を強化します。 

学校教育課  206 

173 
関係機関、団体や地域との有害環境を除去する活

動の連携を強化します。 
学校教育課 社会教育課 180 

174 

青少年指導センターにおける、青少年の育成と問

題行動や非行未然防止の指導、相談業務を充実し

ます。 

学校教育課  182 

175 
青少年の健全育成と非行防止を呼びかける研修事

業や街頭宣伝活動、広告活動を実施します。 
学校教育課 社会教育課 184 

176 
喫煙や飲酒、薬物乱用等の防止、ＳＮＳの関わり

方等に向けた教育や周知を実施します。 
学校教育課 社会教育課 185 

177 
子育て支援拠点施設などでのこどもの事故防止と

応急処置についての学習機会を提供します。 
保育こども園課  115 

178 
乳幼児健康診査や家庭訪問等で発達段階に応じた

事故防止について啓発します。 
健康課  116 

179 
子育て世帯の親子を対象とした救急講習会の開催

等により小児救急対応の周知を図ります。 

広域行政組合

消防本部救急課 
 新規 

 

基本施策２ 仕事と子育ての両立に向けた多様な働き方の実現 

 人口減少により働き手が少なくなる中、希望する人が性別などにかかわらず自らの選択によっ

てその能力を発揮し活躍できることが求められています。そして、仕事も家庭も大事にしたいと
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考える人が増えてきており、こうした人たちの思いに応えて支援していくことが、少子化や次世

代育成支援の対策を進めるうえで重要になっています。そのため、関係団体や事業所等との連携

仕事と子育てが両立できる社会の実現を目指していきます。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

180 

市民向けの仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）や家事・育児参画に関する学習機会を

充実します。 

共生社会課  207 

181 
事業所への最新の関係法制度や助成制度の周知を

行います。 
商工港湾課  209 

182 
事業所へのファミリー・サポート・センターの周

知と利用促進を図ります。 
保育こども園課  210 

183 

誰もが働きやすい職場づくりや女性活躍、外国人

材・高齢者・障がい者の雇用に取り組む事業所や

民間団体の事例の収集と情報提供を行います。 

商工港湾課  211 

184 

パートナーが共同して子育てを行うことの意義や

喜びなどを感じ取れるような意識啓発を行いま

す。 

共生社会課 こども未来課 215 
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施策の方向性５ 地域で子育てを支援する環境づくり                   

基本施策１ 地域における子育て支援の充実 

 子育ての環境は、こどもの年齢や家族形態、保護者の就業形態などにより異なり、家庭におけ

る子育て支援のニーズはさまざまです。安心して子育てすることができるようにするためには、

幅広い相談に対応し支援する体制を構築する必要があります。相談支援体制の質の向上のため、

子育て支援に関わる支援者の研修を充実し、関係機関が連携しながら切れ目のない支援を行いま

す。また、地域子育て支援拠点施設などの機能を生かし、育児の多様な悩みを身近に相談できる

場所、保護者同士がつながり交流し合う場所として、さまざまな子育て支援の充実を図ります。 

 

【具体的施策】 

（１）相談支援体制の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

185 
こども家庭センターにおいて、子育ての各時期に

応じた相談、支援の充実に取り組みます。 
こども未来課  1 

186 

妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援を行う

ため、関係機関が連携し、定期的に情報交換会を

実施します。 

こども未来課 健康課 2 

187 
主任児童委員や民生委員などの地域との連携に

よる子育て支援を行います。 
こども未来課 保育こども園課 5 

188 
地域子育て支援拠点施設などでの育児相談や交

流機能を充実します。 
こども未来課 保育こども園課 7 

189 
保育所、認定こども園における地域子育て支援拠

点活動を充実します。 
保育こども園課  8 

190 
保育所、認定こども園において未就園児童や保護

者の支援に取り組みます。 
保育こども園課  9 

191 
地域子育て応援団の育成など、地域での子育てに

関する気運の醸成を図ります。 
保育こども園課  10 

192 
ファミリー・サポート・センターの機能強化と利

用促進に向けた周知活動を強化します。 
保育こども園課  11 

193 

こども・若者の多様な人格・個性を尊重するとと

もに、権利を保障し最善の利益を図る気運を醸成

します。 

こども未来課  新規 

 

（２）子育てにかかる負担軽減 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

194 
子育て支援医療・ひとり親家庭等医療の給付を

行います。 
こども未来課  

12 

拡充 

195 
保育所、認定こども園に入園している家庭の経

済的負担軽減を充実します。 
保育こども園課  14 

196 学童保育の利用料軽減を実施します。 保育こども園課  15 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

197 
多胎児家庭へ支援員を派遣し、家事・育児を支

援します。 
こども未来課  16 

198 
一時預かり及び休日保育事業の情報提供を行い

ます。 
保育こども園課  17 

199 
短期入所生活援助（ショートステイ、トワイラ

イトステイ）事業を実施します。 
こども未来課  

18 

拡充 

200 
子育てに難しさを感じる保護者への支援として

ペアレント・プログラㇺを実施します。 
こども未来課 保育こども園課 19 

201 
産後ケア事業や産前産後サポート事業を実施し

ます。 
こども未来課  

20 

拡充 

202 
親子間の適切な関係性構築を図る親子関係形成

支援事業の実施を検討します。 
こども未来課  新規 

 

（３）幼児教育・保育施設等における子育て支援の充実 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

203 
保育需要に見合った保育所、認定こども園の定員

の管理を行います。 
保育こども園課  21 

204 
老朽化した施設について、計画的に施設設備等の

改修を進めます。 
保育こども園課  22 

205 認可外保育所の指導、支援を充実します。 保育こども園課  23 

206 
産休・育休取得後などの年度途中の入所ニーズに

対して適切に対応します。 
保育こども園課 

 
24 

207 
民間立保育所等における延長保育の実施を支援

します。 
保育こども園課  25 

208 
認定こども園における預かり保育等を支援しま

す。 保育こども園課 
 

26 

209 
病児や病気回復期の児童の専用スペースで保育

を実施します。 
保育こども園課  27 

210 
病児送迎サービス、受診付添いサービスを実施し

ます。 
保育こども園課  28 

211 
保育所や認定こども園での体調不良児対応を充

実します。 
保育こども園課  29 

212 
ファミリー・サポート・センターでの体調不良児

等の預かりを実施します。 
保育こども園課  30 

213 
保育所、認定こども園における障がい児の受け入

れ環境を充実します。 
保育こども園課  31 

214 
児童発達支援センターと保育所や認定こども園

との交流保育を推進します。 
こども未来課 保育こども園課 32 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

215 

保育所、認定こども園、児童相談所、家庭児童相

談室、市民健康センター、発達支援係、特別支援

学校等の関係機関の連携を強化します。 

こども未来課 保育こども園課 33 

216 
在宅での保育が必要な障がい児や医療的ケア児

への実施体制を継続します。 
こども未来課  34 

217 
保育士の人材確保に向けた取り組みを推進しま

す。 
保育こども園課  35 

218 
保育所、認定こども園などの研修内容の充実と、

合同研修会の機会を充実します。 
保育こども園課  36 

219 幼保小連携に向けた研修会等を充実します。 保育こども園課 学校教育課 37 

220 

保育所等において、保育所等を利用していない乳

幼児に遊びや生活の場を提供する乳児等通園支

援事業を実施します。 

保育こども園課  新規 

 

基本施策２ こどもと保護者の居場所づくりの推進 

放課後のこどもの居場所である学童保育所について、児童が安全に健やかに過ごせるよう、児

童数に応じた指導員を配置し、職員の質の向上のための研修や職員の処遇改善を支援していきま

す。また、地域における関わりの中でこどもと保護者を支えていく取り組みを進めるとともに、

子育て世帯からの要望が多い天候に左右されずにこどもが遊べる場所の整備について、引き続き

検討していきます。 

 

【具体的施策】 

No. 取組内容 主な実施主体 現計 

221 

学童保育所の待機児童が解消するよう、地域の需

要を捉えながら学校の余裕教室を利用するなど

の検討を行います。 

保育こども園課  38 

222 
学童保育所の開所時間の延長や長期休暇のみの

利用などの利用ニーズへの対応を検討します。 
保育こども園課  39 

223 

大規模学童保育所については、グループ分けによ

る保育を実施するともに、必要に応じて分割等を

検討します。 

保育こども園課  40 

224 
学童保育所での環境整備による障がい児の受け

入れを推進します。 
保育こども園課  41 

225 
学童保育指導員の資質の向上のための研修を充

実します。 
保育こども園課  42 

226 
児童向け図書等の充実とこどもと保護者が利用

しやすい児童エリアづくりを推進します。 
社会教育課  45 
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No. 取組内容 主な実施主体 現計 

227 
読み聞かせ等の図書館ボランティア活動を支援

し、児童の読書普及を図ります。 
社会教育課  46 

228 

子育て支援の場、屋外の遊び場として、保育所、

自治会館、コミュニティセンター等の利用を推進

します。 

まちづくり推進課 保育こども園課 47 

229 
地域で行われる伝承遊び、伝統芸能の継承活動、

などの交流事業を支援します。 
社会教育課 文化政策課 48 

230 こども食堂（地域食堂）の取り組みを支援します。 こども未来課  50 

231 
天候に左右されずにこどもが遊べる場づくり（児

童遊戯施設等）を進めます。 
保育こども園課  51 

232 

「親育ち」を目的に、小・中学生を持つ保護者向

けに学びの機会を提供することで家庭教育を支

援します。 

社会教育課  170 

233 
子育てに関する活動を行うＮＰＯ法人、ボランテ

ィア団体への支援と協力を行います。 
こども未来課 共生社会課 171 

234 
地域での教育力向上に関わる各種事業への支援、

地域人材を生かした事業などの充実を図ります。 
社会教育課  174 

235 
地域子育て支援拠点施設、保育所などの専門的機

能を地域活動へ活用します。 
保育こども園課  175 

236 
緑の少年団、海洋少年団などの育成を支援しま

す。 
農林水産課 社会教育課 177 

237 
こどもたちの健全な育成を目指すこども会育成

会活動を支援します。 
社会教育課  178 

238 

養育環境等に課題を抱える家庭のこどもの居場

所を整備する児童育成支援拠点事業の実施を検

討します。 

こども未来課  新規 

 


